
関係機関 ※記入基準日：　令和３年１月１日

機関名

住所 郵便番号

連絡先 電話

ＦＡＸ

e-mail

ホームページ

利用対象者

９時　　００分　～　　１７時　　４５分

主なサービス
内容

制度外のサー
ビス等

〇18歳未満の児童に関する相談（養護相談、障がい相談、非行相談、育成
相談など）
〇概ね２５歳までの青少年に関する相談
〇配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する相談

主な相談内容

障がい相談について

・療育手帳の相談、判定を行います。

・障がい児入所施設の利用手続きを行います。

０７２１－２５－１１７３

http://www.pref.osaka.lg.jp/tondabayashikodomo/

　児童　・　知的　・　身体　・　精神　・ 難病等　・その他  （DV）

利用時間・曜
日

　・日（×)・月（○）・火（○）・水（○）・木（○）・金（○）・土（×）・祝日（×）

年末年始等休業日 １２月２９日～１月３日

大阪府富田林子ども家庭センター

５８４－００３１

住所
富田林市寿町２－６ー１

（  大阪府南河内府民センター内　　）

０７２１－２５－１１３１（代表）
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